
 

 

 

 

北烏山地区体育室 施設概要 

 
  

  

体育室正面出入口 

運動広場 

・手前：ゲートボール場 

・奥：広場（野球等） 
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世田谷区立北烏山地区体育室 概要 

所在地 〒１５７－００６１ 

（１）世田谷区北烏山８－１－６先（体育室、運動広場、ゲートボール場） 

（２）世田谷区北烏山２－３先（第２運動広場） 

交通機関 ◎小田急バス 

 「千歳烏山駅～吉祥寺行」ときわ橋下車徒歩２分 

◎関東バス 

 「千歳烏山駅～久我山病院循環」西連寺前下車徒歩５分 

開設 昭和６１年５月１日（体育室、運動広場、ゲートボール場）  

平成２６年４月１日（第２運動広場） 

沿革 昭和６１年度 

北烏山地区体育室開設 

管理運営形態：業務委託 

受託者：烏山上町会 

平成１８年度～平成２２年度 

管理運営形態：指定管理による 

受託者：株式会社リバティヒル 

選定方法：公募による 

平成２３年度～平成２７年度 

管理運営形態：指定管理による 

受託者：株式会社リバティヒル 

選定方法：公募による 

平成２８年度～令和２年度 

管理運営形態：指定管理による 

受託者：株式会社リバティヒル 

選定方法：公募による 

令和３年度～令和７年度 

管理運営形態：指定管理による 

受託者：株式会社リバティヒル 

選定方法：公募による 

※現在に至る 

休業日 １２月２９日から１月３日まで  

保守点検日（不定期） 

施設の規模 敷地面積       ５１３㎡（体育室棟） 

１，５０７㎡（運動広場） 

         ８６１㎡（第２運広場） 

延床面積       １５９㎡（体育室） 
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                ２２㎡（会議室） 

         ７４㎡（共用スペース） 

構造規模  鉄骨造、陸屋根（体育室） 

施設内容     体育室棟：室内体育室（１）、器具庫（１）、 

会議室（１）、事務室（受付）（１） 

給湯室（１）、男子トイレ（１）、 

女子トイレ（２）、外トイレ（１）、 

更衣室（２） 

          運動広場：ゲートボール場（２）、広場（２） 

          第２運動広場：広場（２）、仮設トイレ（１） 

駐 車 場  無し 

 

◆休業日は、区の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。 

 

 

利用時間・利用料金  

（１） 個人利用 

ア 室内体育室 

利用時間 利用料金 

１３：００～１８：００ 

（火曜のみ１３：００～２１：００） 
無料 

 

 イ ゲートボール場、広場 

利用時間 利用料金 

９：００～１７：００ 

（個人・団体同じ） 
個人・団体ともに無料 

 

 ウ 第２運動広場 

利用時間 利用料金 

１５：００～１７：００ 無料 

※申込受付：利用月の１か月前の月の第１日曜日から（現地受付） 
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（２）団体利用 

 ア 室内体育室 

利用時間 利用料金 

９：００～１１：００ 
８６０円 

（R7.10.1～ ９７０円） 

１１：００～１３：００ 
８６０円 

（R7.10.1～ ９７０円） 

１８：００～２１：００ 

（火曜は個人解放） 

１,７２０円 

（R7.10.1～ １,９５０円） 

※申込受付：利用月の２か月前の月の１日から（けやきネットによる受付） 

※令和７年１０月１日利用料金改定予定 

 

 イ 第２運動広場 

利用時間 利用料金 

９：００～１２：００ 
無料 

１２：００～１５：００ 

※申込受付： 利用月の２か月前の月の第１日曜日から（現地受付） 

 


